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◇◆◇目次◇◆◇ 

 

１ 〔募集〕高山市働き方改革セミナー第２弾 パワハラ対策セミナー～企業が取り組むべきポイントについ

て～【高山市】 

 

２ 〔募集〕採用担当者向け 2021年度「魅力的な求人の作り方実践セミナー」の開催について 

【飛騨地域連携協議会】 

 

３ 〔周知〕雇用調整助成金の市上乗せ助成の延長について【高山市】 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

１ 〔募集〕高山市働き方改革セミナー第２弾 パワハラ対策セミナー～企業が取り組むべきポイントについ

て～ 

 

 昨年 6 月より大企業が先行して対象となる改正労働施策総合推進法（通称パワハラ防止法）が施行され、

パワハラ防止に関するルールが明確化されました。 

 

来年 4月からは中小企業でもパワハラ防止対策を講じることが義務化され、職場での対策は待ったなしで

す。 

 

今回のセミナーでは、具体的なパワハラの事例や企業がとるべき対策などをご紹介いたします。ぜひこの

機会にご参加ください。 

 

○日時 １１月１９日（金） 午後１時３０分～午後３時３０分（予定） 

○会場 高山市役所２階 ２０１・２０２会議室 

    高山市花岡町２丁目１８番地 

○講師 牟田 昂平（ぎふ働き方改革推進支援センター） 

○定員 ２０人 

○参加料  無料 

○申込方法 次の市ホームページよりお申し込みください。（申込期限１０月２１日（木）まで） 

 https://www.city.takayama.lg.jp/events/1000045/1013027.html 

○問合せ先 高山市雇用・産業創出課 電話０５７７－３５－３１８２ 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

https://www.city.takayama.lg.jp/events/1000045/1013027.html


２ 【募集】採用担当者向け 2021年度「魅力的な求人の作り方実践セミナー」の開催について 

 

 コロナ禍だからこそできる採用方法、採用したいターゲットに刺さる広告作成のコツなど、成功例・失敗例

を交えながら、誰でもできる採用成功の秘訣をオンライン講義でお伝えします。 

 

 今年度は 2020 年度のセミナーに参加し、その後打ち手を実践して採用に成功した最新事例をもとに、どん

な取り組みをおこなったのかノウハウの共有があるセミナーになります。 

 飛騨地域求人ページのこと、求人情報の入力方法など、お寄せいただいたご質問にもお答えします。 

 

○日時：１１月２５日（木） 午後２時３０分～午後４時３０分 

○対象：飛騨地域の経営者、人事担当者 

○会場：オンラインツールｚｏｏｍにて開催（ご自宅・職場にて視聴可能） 

※ご自宅・職場からの視聴が難しい場合は、高山市役所２階「２０３会議室」のスクリーンにて視聴

することも可能です。（定員１０名まで。事前申込必要。開始３０分前より入場可） 

〇講師：淺井 葉月氏（WEBコンサルタント） 

東京にて「株式会社ライブドア」や「株式会社ゼネラルパートナーズ」などに勤務。メディアやポー

タルサイトの運営、企画、ライター業務に従事。高山市へ Uターン後、市内 WEB制作会社にてライタ

ー・ディレクター業務を行う。求人情報サイト作成時には求職者の視点に経ったわかりやすい文章作

成指導が好評。 

○参加料：無料 

○申込み：必要（次のサイトを参照） 

https://www.hida-iju.com/recruiting-seminar2021/ 

○申込締切：１１月２４日（水）１５時まで 

○問合せ：認定ＮＰＯ法人まちづくりスポット 電話０５７７－６２－８５５０ 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

３ 〔周知〕雇用調整助成金の市上乗せ助成の延長について【高山市】 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るため

に国から雇用調整助成金を受けた場合における市の上乗せ助成（高山市雇用調整支援事業補助金）の休業等の

対象期間を１１月３０日まで延長しました。 

 

 支援内容としては、国の「原則的な措置」（助成率９／１０）の場合において、労働者の賃金相当額又は国

の上限額のいずれか低い額と国の助成金額の差額（事業者負担分）を上限とするよう制度の見直しを行いまし

た。ただし、「地域特例」、「業況特例」に該当する場合は、これまでと同様に事業者負担分の全額補助を継続

します。 

 



 そのため、対象期間の初日が１０月１日以降の場合は、利用していただく申請様式が変更となりますので、

申請の際には次の市ＨＰから最新の申請様式をダウンロードしてご利用ください。 

 

○市ＨＰ 

 ・高山市雇用調整支援事業補助金 

  https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1012355/1012375.html 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

【メールマガジンの配信中止・メールアドレスの変更】 

配信中止や配信先のメールアドレスの変更を希望される場合は、rousei555@city.takayama.lg.jp あてにメ

ールでご連絡ください。 

 

○配信中止の場合 

タイトル：【配信中止】 

本  文：事業所・団体名、氏名 

 

○メールアドレス変更の場合 

タイトル：【メールアドレス変更】 

本  文：事業所・団体名、氏名、新・旧メールアドレス 

https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1012355/1012375.html
mailto:rousei555@city.takayama.lg.jp

